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議案第１３３号 

上越市南葉高原キャンプ場条例の一部改正について 

上越市南葉高原キャンプ場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

上越市南葉高原キャンプ場条例の一部を改正する条例 

上越市南葉高原キャンプ場条例（平成元年上越市条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

第２条の表上越市南葉高原キャンプ場の項中「上越市大字後谷２５１番地８」を「上越市

大字後谷３２９番地」に改める。 

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り上げ、

第８号を削り、第９号を第７号とし、第１０号を削る。 

第９条第２号ア（ア）を次のように改める。 

  （ア） 学習・休憩棟、バンガロー及びテントサイト 午前１０時から午後４時３０分ま 

    で 

第９条第２号イ中「午前９時から翌日午前９時まで」を「午前１０時から翌日午前９時ま

で」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第１１条、第１４条関係） 

施設の名称 単位 
上限額 

日帰り 宿泊 

学習・休憩棟 全館 ９，９００円 １９，８００円 

バンガロー １棟 ２，６００円 ７，５００円 

テントサイト １張分 ７００円 １，２００円 

 

附属設備 単位 上限額 

温水シャワー １回 １００円 

備考 

  １ 市内の小学校及び中学校の授業又は行事でテントサイトを利用する場合の上限額は、

定額の５０パーセントの額とする。 

  ２ この表に定める額は、税を含む額とする。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市南葉高原キャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用につ

いて適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。 


